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会津若松市
 排水設備工事マニュアル

  
　　 

    ◆ 本市の下水道は、
      ①公共下水道・②農業集落排水・③個別生活排水
      の３事業があり、その排水設備のマニュアルです。

　　◆ 排水設備等計画確認申請書の作成や排水設備の施工
　　　については、マニュアルに基づき正確に行ってくだ
　　　さい。　　

　　◆ 協議や打合せ、検査なども、このマニュアルに
　　　基づいて実施しますので、この内容をよく理解して
　　　ください。
　　

上下水道局下水道施設課

【マニュアルについて】
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１．排水設備等計画（変更）確認申請書・確認通知書・届出書等の記入方法
　　① はじめに
　　　〇 排水設備工事は、責任技術者の資格を有する者が管理してくださ
　　　　い。
　　　〇 排水管の経路は、排水に支障が無く、できるだけ最短になるよう
　　　　十分に現地調査を行い設計をしてください。
      〇 申請書を提出する前や申請書を提出していても、確認通知が  
 　　　 されないうちに排水設備工事（実管工事等）をすることは、
　　　  違反工事になります。なお、布基礎等へのスリ－ブ（さや管）は、
　　　  確認前でも可能です。
　　  〇 本市の下水道は、汚水管に汚水だけを流す分流式です。排水設備
　　　　のますの中に雨水ますを接続したり、雨どいの雨水を流すことは
　　　  絶対にしないでください。
　
　　② 記入方法、注意点、項目等　
　　　〇 申請書、通知書および届出書の表面は、修正液等の使用不可
　　　　⇒ 訂正がある場合は捨印、または直接訂正印で修正してください。
　　　　　捨印が無い場合は、申請書を提出し直しになります。なお、捨印
　　　　　を有効にさせるためには、申請者欄にも押印が必要です。
　　　〇 申請書、通知書および届出書の用紙サイズについて
　　　　⇒【Ｂ４】排水設備等計画（変更）確認通知書・申請書通知書、
　　　　　竣工図等の追加で提出する方眼紙
　　　　⇒【Ｂ５】各届出書、開始届の内訳書などの添付書類
　　（注意）
　　　〇 太枠内を記入。ただし、太枠外の立会人及び建築確認がある場合
　　　　の日付、番号は申請時に記入。
    　〇 申請者及び所有者（土地・建物・排水設備）の署名や押印は本人
　　　　です。公認業者の代筆等は不可。
　　　〇 書き直しができるペンでの申請は不可。
　　（記入説明）【Ｐ16：資料１】とあわせて確認してください。
　　　〇 様式・市条例関係
　　　　・公共下水道 ⇒申請書は、第２号様式（第５条関係）、
　　　　　　　　　 　　確認通知書同時提出 第３号様式（第５条関係）
　　　　・農業集落排水 ⇒左上に〇で囲んだ「農」が記載されています。
　　　 　  　　　　　　　申請書は、第１号様式（第４条関係）、
　　　 　  　　　　　　　確認通知書同時提出第２号様式（第４条関係）
　　　　・個別生活排水 ⇒左上に〇で囲んだ「個」が記載されています。
　　　　　  　　　　　 ・10人槽以下届出書　第14号様式（第12条関係）

　  届出のため通知書なし。↳
・11人槽以上申請書　第12号様式（第10条関係）
　  ↳ 確認通知書同時提出 第13号様式（第10条関係）
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 　　 (1) 捨　印
　　　　⇒ 強制ではありません。ただし、捨印を押印する場合は、申請者
　　　　　欄（※１）にも押印が必要。申請者欄に押印が無ければ、捨印は
　　　　　無効。
　　　(2) 計画・変更
　　　　⇒ (2)-1と(2)-2は同一内容。該当以外の箇所を二重線で消す。
　　　(3) 申請者住所、氏名、フリガナ、電話番号
　　　　⇒ 特にフリガナの抜けが散見される。また、事業所等で申請する
　　　　　場合は、代表者まで記入。
 　　　 ⇒ 住所は住民基本台帳に則って記入。大字、字は省略しない。
 　　　 　※ 通知書に申請者氏名を忘れずに記入。会社が申請者であれば、
　　　　　　会社名だけでなく、代表者名もあわせて記入。
　　　(4) 新設・増設・改築
　　　　⇒ (4)-1と(4)-2は同一内容。(4)-1は該当する箇所を囲むか、
　　　　　該当以外の箇所を二重線で消す。(4)-2は該当箇所に 。☑
　　　　（用語解説）
　　　　　新 設…すべて新設で施工する場合
　　　　　増 設…既設の排水設備に追加する場合
　　　　　改 築…一部既設管を残し、それ以外を新設する場合
　　　(5) 設置場所
　　　　⇒ 設置する場所の住所（もしくは地番）を記入。大字、字がある
　　　　　区域は省略しない。
　　　 　・ 住居表示区域 　は「建物番号」
　　　　 ・ 建物番号がまた決まっていない場合、住居表示区域以外、
　　　　　 建物がまだ建っていない場合は「地番」を記入
　　　　　　★1：住所が地番ではなく、建物に付番される地域のことです。
　　　　　　　   地域が不明な場合は、会津若松市のホームページを御覧
　　　　　　　   ください（トップページで「住居表示」と検索）。　
　　　(6) 公認業者住所、名称、電話番号、公認業者印
　　　(7) 責任技術者氏名・押印、排水設備責任技術者登録番号
　　　(8) 汚水の種類
　　　　⇒ 該当箇所に 。なお、個別生活排水の届出書・申請書については☑ 、
　　　　　この欄に設置浄化槽が何人槽なのかを記載する欄があるので、
　　　　　忘れずに記入。
　　　(9) 工事区分⇒ 該当箇所に 。☑
　　　(10)使用水別⇒ 該当箇所に 。「水道水以外の水」「併用」の場☑ 合は
　　　　　開始届とあわせて「排除汚水量申告書」も提出。
　　　(11)工期⇒ 工事の日数を記入。
　　　(12)融資の有無⇒ 該当箇所に〇。
　　　　　※ 詳細は、「５－⑦ 水洗便所改造融資…について」を参照
　　　(13)浄化槽の有無⇒ 該当箇所に〇。
　　

★1
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    　(14)除害施設の有無⇒ 該当箇所に〇。なお、届出が必要な施設に
　　　　　ついては、届出書を提出。
　　　　　※ 詳細は「３．除害施設について（設置・維持管理）」を参照
　　　(15)戸数⇒ 水道メーターの数と基本的に同数。
    　(16)排水人数⇒ 人数の考え方については、下記のとおり
　　　　　　　 　　・ 所有者が決まっている一般住宅 
　　　　　　　 　　　　　　　　　　→ 居住する、またはしている人数
　　　　　　　 　　・ 建売や新築の集合住宅→ 未定
　　　　　　　 　　・ 店舗等→ 人が住んでいなければ０（ゼロ）
　　　　　　　 　　・ 学校や病院→ ０（ゼロ）
　　　　　　　 　　・ 老人ホーム→ 住民票を移した人数（入居前は未定）
　　　　　　　 　　・ 排水人数の変更がない増改築の申請 → －（ﾊｲﾌﾝ）
　　　(17)土地所有者
　　　　　⇒ 申請者以外の場合は、土地所有者が直筆で住所・氏名を記入
　　　　　　し、直筆でない場合は押印が必要。申請者と同じ場合は、
　　　　　　「申請者に同じ」と記載。
　　　(18)建物所有者
　　　　　⇒ 申請者以外の場合は、建物所有者が直筆で住所・氏名を記入
　　　　　　し、直筆でない場合は押印が必要。申請者と同じ場合は、
　　　　　　記載の必要なし。
　　　(19)排水設備所有者
　　　　　⇒ 申請者以外の場合は、排水設備所有者が直筆で住所・氏名を
　　　　　　記入し、直筆でない場合は押印が必要。申請者と同じ場合は、
　　　　　　記載の必要なし。
　　　(20)建物用途
　　　　　⇒ 一般住宅、集合住宅、店舗については、ラーメン店・理美容
　　　　　　室・歯科医院など、具体的な業種がわかるように記入。
　　　　　⇒ 主管工事の場合、(10)使用水別、(15)戸数、(16)排水人数は
　　　　　　記載の必要なし（もしくは、斜線）。
　　　(21)設置場所見取図
　　　　　⇒ 直接記入
　　　　　　※ はがれてしまう恐れがあるので、地図の貼り付けは不可。
　　　　　　・ 住宅地図の直接印刷は可（鮮明に印刷すること）。
　　　　　　・ 目標となる建物等を入れてください。
　　　　　　・ 申請地は、できるだけ中央に配置し、赤で表示及び旗揚げ。
　　　　　　・ 方位を記入。なお、原則上部を「北」とする。
　　　　　　・ 手書きの場合、場所を特定するため両隣及び向かい側の
　　　　　　　建物等の名称を記入。（〇〇宅、〇〇商店など）　　　
      (22)共同工事者名
　　　　　⇒ 排水設備に係る共同工事の場合にのみ記入し、平面図内には
　　　　　　工事(所有)の区分を明記。
　　　(太枠外 1)立会人名
　　　　　⇒ 責任技術者と同一とし、申請時に忘れずに記入、押印。
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　　　(太枠外 2)建築確認
　　　　　⇒ 建築確認の申請があれば、確認の月日及び番号を申請時に
　　　　　　忘れずに記入。

　　③ 平面図（1㎜方眼紙を使用）
　　　  平面図の記入方法は、【Ｐ17、18：資料２－１、２－２】、
　　　 【Ｐ19：資料３】を参照。記入において、
       注意すべき点を下記のとおり箇条書きにしたので確認願います。
　　　〇 方位は、原則上部を北とする。
　　　〇 平面図の縮尺を記入（黒）、1/100以上が望ましい。
　　　〇 広大な敷地を有するもの（学校、工場、店舗など）については、
　　　　必要に応じて適当な縮尺で全体図を作成し、確認できる縮尺での
　　　　拡大図をあわせて作成する。
　　　〇 建物の間取りや用途は、正確に記入する。なお、飲食店などの
　　　　店舗は、客席も記入。
　　　〇 公私・隣地境界線などを記入（給水図面に準ずる）。
　　　〇 接道する道路名（国道、県道、市道、私道、開発道路など）を
　　　　記入。なお、赤道（あかみち）や水路などの公有地の場合もあるの
　　　　で、その旨を記入。
　　　〇 桝や文字については、小さいと見づらいので、見やすさに配慮
　　　　した大きさで記入（３㎜以上が望ましい）。
　　　〇 公共桝ついて
　　　　・（黒で記入）既設桝
　　　　・（赤で記入）新設した場合。交換・移設・高さ調整・撤去 など  、  
　　　　　　　　　　　届出を出したもの。【  Ｐ      27  ～  28  ：資料      10  】  
　　　　　　　　　　　⇒ 余白に赤で協議年月日、協議した担当職員名、
　　　　　　　　　　　　工事内容、市施工・施主（申請者）施工も記入  
　　　　　　　　　　　　する。
　　　　・ 公共桝との取付け管は、道路内（流入方向）まで記入。
　　　　・ コンクリート製公共桝については、インバート形状も記入。
　　　〇 器具、管路の記載方法について
　　　　・（黒で記入）既設
　　　　・（赤で記入）新設
　　　　・ 既設管経由での増設・改築工事は、接続する直下流の既設桝に
　　　　　№0を付番し、それ以外の既設桝は付番しない。
　　　　・ 直線状の排水管については、管径の      120      倍を超えな  い範囲  に桝を
　　　　　設置する。
　　　　　⇒ 例）管径がφ100㎜なら、12ｍを超えない範囲で桝を設置する。

　　　　・ 排水管が２経路以上ある場合は、分岐点から起点までの延長が
　　　　　長いほうから付番する。
　　　　・ 主管の明細（管種・管口径）は一括で記入できる。
　　　　　⇒ 例）主管は VU100とする。
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　　　　・ 桝、管のほか、記載するものとして、浄化槽の位置（黒）。
　　　　　水道メーターの位置（〇や□にＭ、青で記載）、通気管・自在
　　　　　手継（緑で記載）、埋込散水栓（〇の中に散、新設は赤、既設は
　　　　　黒）・不凍給水栓（新設は赤、既設は黒）などがある。状況を
　　　　　よく確認して、色別の表示を注意して記入する。
　　　〇 外部水栓について
　　　　・ ガーデンパンの新設・既設どちらであっても、汚水を流すこと
　　　　　がなければ下水道へ接続する必要はありません。流す方法は、
　　　　　１）側溝等へ放流
　　　　　２）十分に土質調査した上で浸透ますを設置し放流
　　　　　３) その他、周辺等に考慮した方法での放流
　　　　　⇒ 外部水栓については、使用者の責任において排水を適切に
　　　　　　処理するが基本となりますので、施工前に申請者へよく聞き
　　　　　　取りをしてください。
　　　　・ 洗剤などの使用が主で「環境負荷が大きい使用が見込まれる
　　　　　場合」のみ、ガーデンパンなどを設け下水道へ接続してください。
　　　　　　※ 雨水が流入しないことが条件となります。降雨時に常態的
　　　　　　　に雨水が流入する場合は、下水道への接続はできません。
　　　　　⇒ ガーデンパンなどを下水道に接続する場合は、溜トラップ桝
　　　　　　を設置する。施工方法は【Ｐ20：資料４】を参照。
　　　　・ 埋込散水栓・不凍給水栓が無い場合、余白に「外部水栓無し」
　　　　　と赤で記入。
　　　　・ 農業集落排水、個別生活排水は適用しない。
  　　〇 平面図と断面図が別紙となる場合は、平面図の余白に「汚水桝
　　　　一覧表」を記入する。【Ｐ19：資料３】
　　　〇 大便器から主管への接続、汚物経路の注意点
　　　　・ 合流角度が45°以内の逆流防止桝（45YS・HS）を使用する。
　　　　・ 汚物の経路は、主管・枝管どちらでも逆流防止桝、または同等
　　　　　の効果がある桝を設置する。
　　　〇 排水管について
　　　　・ 屋内の排水管が新設の場合⇒管種、口径、距離のすべてを記入。
　　　　・ 屋内の排水管（汚物経路）で、TY継ぎ手を使用した掃除口設置
　　　　　は「汚物溜まり」が生じる恐れがある。
　　　　　⇒ 桝に置き換える等の工夫をする。
　　　　・ 屋外の排水管（枝管）の口径は、大便器からは      φ75  ㎜以上、  　
　　　　　その他（小便器含む）からは      φ50  ㎜以上  とする。
　　　　　※ 壁から３ｍを超える場合は、  φ100  ㎜以上とする。  
　　　　・ 新設の枝管で、１箇所の延長が屋内外あわせて３ｍ以上の場合
　　　　　は、屋内、屋外それぞれの管の仕様、延長を記入する。
  　　　・ φ100㎜の排水管が屋内から直線状に設置される場合
　　　　　⇒ 外壁から３ｍまでは枝管、それを超える部分は主管となるの
　　　　　　で、枝管と主管の交点箇所に桝を設置する。
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　　　　・ 屋外の枝管で、45°以内の継手を使用する場合、１個なら桝を
　　　　　設置しなくても可。
　　　　　⇒ 同一枝管で継手を２個以上、もしくは 90°の継手を使用する
　　　　　　場合は、桝または掃除口を設置する。
　　　　　　※ 桝を設置した場合、そこから下流側は主管となる。
　　　　・ 平面図上で、排水管の接続状況がわかりづらい場所、特殊な
　　　　　接続箇所については、拡大図や構造図等を記入する。
　　　　・ 障害物（植栽など）により、最短経路で排水管を設置できない
　　　　　場合は、その旨を平面図余白に記入する。
　　　　・ 塩ビ製公共桝との接続については、必要土被り、勾配を確保
　　　　　することを条件に、ホールソー受口（合流サドル）を使用可と
　　　　　する。また、受口が重ならなければ、複数での取り付けも可能と
　　　　　する。
　　　　　※ 二経路で交差角度が      90°  をこえてホールソー受口を取付ける  
　　　　　　場合は、汚水（物）経路の受口は同じ高さか、それ以下に設置
　　　　　　する。ただし、構造上や地形上の問題で、ホールソー受口が
　　　　　　使用できない場合は、担当者と協議する。
　　　　・ コンクリート製公共桝との接続については、従来どおり DR桝を
　　　　　使用するなどし底部接合するか、内副管での施工とする。なお、
　　　　　内副管で施工する場合は、管上部に掃除口を設置すること。
      　・ 車両等の通行条件やその他周辺の状況及び、経済性（最短経
　　　　　路）を考慮しつつ、桝や排水管が割れないように経路を設計する。
　　　〇 排水ヘッダーの使用は可。ただし、設置は下記の条件とする。
　　　　・ 資材製造会社がシステムとして供給しているものに限ること。
　　  　・ つまりを起こした時に、速やかに点検できるよう施工すること。
　　　　・ 適切な勾配を保ち、コンクリートなどの堅固なものに支持金具
　　　　　等で固定されていること。
　　　　・ 上記のほか、流出先の管径や桝への接続方法など、資材製造
　　　　　会社の定める施工方法等により、適切に設置すること。
　　　〇 宅地内のコンクリート取壊し・復旧箇所については、色表示など
　　　　で明記する。
　　　〇 訂正は修正液可。ただし、修正箇所が多い場合は、差し替え（書
　　　　き直し）等で対応すること。
　　　〇 アパートなどの集合住宅の場合は、どのメーターはどの部屋のも
　　　　のかわかるように、メーター・部屋両方に部屋番号を記入する。
　　  〇 使用水が併用や水道水以外だった場合の対応
　　　　・ 使用水が併用の場合、水まわりすべての使用水別がわかるよう
　　　　　に、平面図余白に記入する。
　　　　・ 使用水が井戸水のみや井戸水と水道の併用だった場合、開始届
　　　　　とあわせて「排除汚水量申告書」を提出する。
　　　　　⇒ 排水人数（住んでいる人数）や使用水別も忘れずに記入する。
　　　　・ 井戸水から水道への変更や排水人数の変更など、水まわりの　
　　　　　状況が変わる場合には「排除汚水量異動届」を提出する。
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120 ㎜
以上

100mm
以上

　　　〇 「個別生活排水」放流管への雨水流入について
　　　　・ 逆流する恐れがあるため、基本接続は不可。
　　　　・ 桝などを使って合流させ、雨水管を浄化槽より下流の放流管の
　　　　　管頂接続とする場合に限り可とする。
　　　〇 排水槽について
　　　　・ 下水を自然流下によって直接公共下水道に排出できない場合は、
　　　　　排水槽を設置し排水ポンプで排出する（揚水式、圧送式どちらで
　　　　　も可）。
　　　　・ 排水槽設置にあたっては、（公財）日本下水道協会発行の    
　　　　　「下水道排水設備指針と解説」を参考にするとともに、担当者と
　　　　　協議すること。
　　　　・ ポンプ送水管を公共桝に直接接続することはなるべく避ける。
　　　　　⇒ 点検等で公共桝を開けた際に、圧送された汚水が飛び散る
　　　　　　可能性があるため。
　　　〇 ディスポーザ排水処理システムについて
　　　　・ 直接排水設備に接続することは不可。
　　　　・ 処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることが確認
　　　　　できる書類を提出できる場合に限り、ディスポーザ排水処理シス
　　　　　テムを設けることができる（公共下水道・農業集落排水に係る
　　　　　条例に定めあり）。
　　　〇 その他
　　　　・ 事業所等（一般住宅以外）で水道水以外の使用水がある場合は、
　　　　　申請者がその水量を計測する装置（子メーター等）を設置する。
　　　　　・ 不明点や特殊な対応等を担当者と事前協議・打合せを行った
　　　　　場合には、余白に月日と協議内容を記入する。
　　　　・ 車が通る箇所に桝があり、コンクリートやアスファルト舗装を
　　　　　しない場合は、防護コンクリートの施工を推奨します。
　　　　　【参考規格】コンクリート厚さは120㎜以上、　　
　　　　　　　　　　　幅は、蓋枠の外径から 100㎜以上。

　　④ 縦断図（1㎜方眼紙を使用）
　　　　縦断図の記入方法は、【Ｐ17：資料２－１】を参照。記入において、
　　　 注意すべき点を下記のとおり箇条書きにしました。
　　　〇 縦断図の縮尺を記入（黒）、原則として縦 1/100、横 1/200以上と
　　　　し、横の縮尺は平面図に合わせる。なお、数字等が重なる場合は、
　　　　桝間を広げて記入する。
　　　〇 原則として、流下方向が右から左へ、または下から上へとなるよ
　　　　うにし、平面図と照合しやすいように作成する。
　　　〇 記載方法について（色について、平面図に同じ）
　　　　・（黒で記入）既設
　　　　・（赤で記入）新設
　　　〇 公共桝の地盤高を10.00とし、宅内桝の地盤高は公共桝地盤高
　　　　（10.00）を基準として記入する。
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　　　〇 公共桝の桝深については、必ず実測して記入する。なお、塩ビ製
　　　　公共桝の深さについては、標準桝、ドロップ桝の桝深については
　　　　宅内上流側の管底高の深さとする。【Ｐ23：資料６－２】参照
　　　　・ 塩ビ製公共桝に段差があっても、(　)書きは書く必要なし。
　　　　　※ 桝深を測る際に、浸入水・水溜り・破損箇所の不具合がない
　　　　　　か確認し、異常があれば事前に申し出る。
　　　〇 縦断図の桝の表記は、桝番号、口径、種類(記号)、桝深の順で
　　　　記入する。
　　　〇 ドロップ桝、逆流防止桝（段差付き桝）の記入
　　　　・ 土被りと管底高は、上段に下流、下段に上流の数値を二段書き
　　　　　とする。
　　　　・ 桝深について、ドロップ桝は先に上流、後に（　　）書きで
　　　　　下流を記入。逆流防止桝は深い方のみを記入。
　　　〇 勾配について、設計の段階では公共下水道は      2  ～  3  ％以内  、農業
　　　　集落排水、個別生活排水は      1  ％以上  を基本とする。
　　　　　⇒ 管内流速については、0.6～1.5ｍ／秒の範囲とする。ただし、
　　　　　　やむを得ない場合は、最大流速を3.0ｍ／秒とすることができ
　　　　　　る。※ 個別生活排水は、縦断図を省略できる。
　　　〇 主管が２経路以上ある場合は、経路毎に合流桝より起点桝までの
　　　　縦断図を作成する。
　　　〇 主管の延長（合計・小計の記入）
　　　　・ １経路の場合は、合計延長距離を最終桝の後に記入。
　　　　・ ２経路以上の場合は、経路毎に小計を記入。合計は桝番号の
　　　　　一番最後の小計の後に記入。
　　　〇 宅地内排水管の土被りは、原則として      300  ㎜以上とする。  
　　　〇 主管の縦断設計は公共桝の深さ、敷地の地盤高を考慮し、排水に
　　　　支障が無く、できるだけ最短で、最も浅くなる経路を優先しながら
　　　　土被りを取れるように計算をする。その際、公共桝への接続が
　　　　ホールソー受け口  (  必要落差      25  ㎝以上：【Ｐ      21  ：資料５】参照）  か、
　　　　DR桝を介してか、直接底部かにより異なるので、適切な方法による
　　　　こと。
　　　〇 設計の段階で、土被りや勾配が前述の基準から外れる場合は、
　　　　必ず担当者にご相談ください。

２．確認申請書提出時に必要な添付書類等について
　　　〇 水道工事を同時に行う場合は、給水装置工事申込書（図面）の
　　　　写しを添付する。
　　　〇 特殊な設備・器具や排水ヘッダーを使用する場合は、詳細な
　　　　パンフレット・カタログ等の写しを添付する。
　　　 　※ 特殊な設備・器具については、上記に加えて下水道施設課
　　　　　 担当者と申請前に必ず事前協議をすること。
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　　　〇 「水洗便所改造資金融資あっせん制度」（詳細は、５－⑦ 参照）
　　　　を利用する場合は、工事内訳書【Ｐ26：資料９】に必要事項を記入
　　　　して提出する。
　　　〇 既設管（浄化槽で使用している管等）をそのまま使用する場合は、
　　　　申請者より既設管使用の念書【Ｐ24：資料７】を提出する。但し、
　　　　支障なく使用でき、雨水等の浸入がなく、蓋は防臭構造のものと
　　　　する。
　　　　 なお、既設管を使用の際には、十分に調査を行うこと。
　　　〇 除害施設を設置するときは「除害施設維持管理届出書」
　　　　【Ｐ25：資料８】または、委託先との｢維持管理契約書｣の写しを
　　　　提出する。
 　　　　※ 理髪店等のヘアーキャッチャーは、提出不要。
　　　　⇒ 除害施設の設置・維持管理については、下記「３．除害…」に
　　　　　詳細を記載。
　　　〇 北会津地区の公共下水道・農業集落排水の申請については、加入 
　　　　金(50,000円＋消費税）の納入を確認してから申請書を受付する。

３．除害施設について（設置・維持管理）
　　　〇 下水道施設の機能を損なう恐れがある場合には、「除害施設」の
　　　　設置が義務付けられている。
　　　〇 除害施設の主なもの
　　　　・グリーストラップ
　　　　　⇒ 主に飲食店が油（脂）や野菜くずなどを取り除くためのもの。
　　　　　　使用量、使用頻度ともに多くなることが想定されるので、可能
　　　　　　な限り毎日確認し、油（脂）が溜まっていれば取り除く。
　　　　　　※ 固まってしまうと、取り除くことが困難になる。専門業者
　　　　　　　への依頼も可。
　　　　　　※ 維持管理を怠り、下水道管を油（脂）で詰まらせた事案
　　　　　　　あり。原因がはっきりしていれば、原因者が下水道管の清掃
　　　　　　　費用を負担する場合がある。
        　⇒ 建築確認申請で「飲食店」と届け出た場合には、仮に調理を
　　　　　　しない場合でもグリーストラップを基本設置します。
　　　　　　※ 建築基準法施行令第129条の２の４の３（五）
　　　　　　　（大臣が定め）→ 昭和 50年 12月 20日建設省告示第1597号
　　　　・プラスタートラップ
　　　　　⇒ 歯科医院や歯科技工所、整形外科医院の技工室、学校の美術
　　　　　　教室などの排水中に含まれる土砂や石膏・金属くず等が下水道
　　　　　　に流出するのを防ぐためのもの。定期的に蓋を開けて、沈殿物
　　　　　　が溜まっていれば使用者が取り除く。ただし、沈殿物の性質上、
　　　　　　そのままゴミとして出すことが難しい可能性もあることから、
　　　　　　処分方法については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
　　　　　　に基づき対応すること。
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　　（グリーストラップ・プラスタートラップ（除害施設）の選定方法）　
　　　〇 トラップの選定は、一般に店舗全面積に基づく選定方法を用いる
　　　　が、利用人数が想定できる場合には、それに基づく選定方法を
　　　　用いてもよい。
　　　　・ 飲食店→ 店舗全面積や利用人数を基準として阻集器の容量を
　　　　　算定
　　　　　⇒ 申請時に算定基礎が分かる資料を添付。
　　　　・ 歯科医→ 治療系排水で200ℓ、技工系排水（プラスターほか）で
　　　　　300ℓを基準として阻集器の容量を算定。
　　　　　⇒ 過去に水銀が下水浄化工場へ流れ込んだ事案があったため、
　　　　　　比較的余裕を持った容量としている。立地等で前記の容量以下
　　　　　　のものしか設置できない場合は、事前に担当者と協議をする
　　　　　　とともに、処理できる根拠となる算定基礎の資料を添付する。
　　　　・ その他施設
　　　　　⇒ 店舗全面積や利用人数での算定が難しい場合は、水栓の個数
　　　　　　と口径により算出する。
　　　〇 使用者への説明
　　　　・ 除害施設の維持管理については、使用者が実施します。
　　　　　公認業者が使用者に対し、わかりやすく説明してください。
　　　　　　　　　
４．確認申請書記載後の受付や事務・協議の流れ等について
　　　〇 書類は、正面玄関先にある指定業者専用ボックスでやり取りを
　　　　します。
　　　　・ 受付の際は「排水設備申請受付」ボックスへ入れてください。
　　　　・ 内容を確認後、訂正などがある場合は、公認業者名記載の
　　　　　ボックスに返却します。
　　　　・ 図面訂正が完了したら、「排水設備図面手直し完了」ボックス
　　　　　へ入れてください。基本的に連絡はしませんので、書類を提出
　　　　　したら確認通知書が出るまで公認業者名のボックスを確認して
　　　　　ください。
　　　〇 排水設備等計画（変更）確認申請書と同左通知書及び、必要で
　　　　あれば「２．確認申請書提出時に必要な添付～」にある添付書類も
　　　　あわせて提出。
　　　〇 申請書の受付・審査 ⇒本書のマニュアルに基づき審査します。
　　　〇 申請書審査が完了しましたら、確認通知書に公印を押したもの
　　　　ボックスへ入れます。内容を確認し、確認通知書年月日以降に着工
　　　　してください。※ 事前着工は絶対にしないこと。
　　　〇 工事を着工し、施工中に申請図面に変更があれば協議するととも
　　　　に、竣工図を提出。
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　　　〇 下水道が使えるようになったら（水回り１か所でも下水道に流す
　　　　ことができるようになれば）、遅延なく「開始届」の届出をして
　　　　ください。（下水道条例：第 15条 第１項）
  　　　　※ 下水道が使用できるようになったにも関わらず、数か月
　　　　　　遅れて「開始届」が届出されることがないようにしてください  。  
　　　　　　下水道使用料が賦課されず、賦課漏れになります。

５．排水設備完成検査について
　　① 排水設備完成検査受付、日程等
　　　〇 工事が終了したら、完成届・開始届を提出。
　　　 ・【開始届、休止届、廃止届、再開届】（下水道条例第15条第１項）
　　　 　⇒ 下水道の使用を開始した（休止・廃止したものを再開した場合
　　　　　 も含む）ときは、遅滞なくその旨を届け出でなければならない。
　　　 ・【完成届】完成後５日以内に届出る。（下水道条例第８条第１項）
　　　 　⇒ 完成届の着工日は通知年月日と同じか、それ以降とすること。
　　　　 　※ 通知年月日前を記入すると、事前着工になってしまいます。
　　　 　⇒ 完成届の下に立会人氏名・印の欄があるので、忘れずに記入・
　　　　　 押印すること。
　　　 ・ 完成届・開始届にメ－タ－番号、開始時の指針は忘れないで
　　　　 記入すること。
　　　 ・ 住居表示区域           で新築の場合、完成届提出の際に建物 
         番号がわかれば記入。
　　　〇 完成届の提出日時で検査の日程が決定します。
　　　 ・ 水曜日の午前中までに提出されれば、翌週検査となります
　　　　　※ 個別生活排水については、これに該当しません。日程は都度
　　　　　　調整となります。
　　　
　　　 

　　　 ・ 下水道施設課で検査日程を調整し、検査日の２日前までにメール
　　　　 などで連絡します。メールで連絡したものについては内容を確認
　　　　 しましたら、速やかに返信してください。
　　　 ・ 申請者には公認業者から検査日を連絡し、必ず了解を得てくだ
　　　 　さい。また、申請図面（変更あれば竣工図）は、申請者にも必ず
　　　 　お渡しください。

★1： P2に説明記載

第１週

第２週

第３週

第４週

◆土日、祝日は、完成届の受付はできません。

◆水曜日が祝日の場合は、火曜日提出分（完成届）までが翌週検査となります。

◆祝日は検査を行いません。

◆検査は月・火曜日で実施しますが、件数が多い場合は水曜日以降になる場合もあります。

月曜日
（午前）

月曜日
（午後）

火曜日
（午前）

火曜日
（午後）

水曜日
（午前）

水曜日
（午後）

木曜日
（午前）

木曜日
（午後）

金曜日
（午前）

金曜日
（午後）

★完成届提出★

★完成届提出★

★検査★（水曜以降希望は要相談）
☀完成届提出☀

☀検査☀（水曜以降希望は要相談）

☀完成届提出☀

土日・祝日は検査を行いません。
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　　　〇 完成届提出の前に必ず社内検査を実施し、不良箇所がないことを
　　　　確認してください。
　　　 ・ 社内検査での検査員は、責任技術者の資格を有する者が担当。
　　　　 ただし、その工事での責任技術者は、同一現場で社内検査員を
　　　　 兼ねることはしないでください。
　　
　　② 竣工図について　 
　　　○ 竣工図がある場合は、完成届と同時に提出する。
　　　　・ 竣工図は必ず現場で実測し、出来形として正確な図面とする。
　　　　・ 竣工図は申請者にも提出する。
　　　○ 竣工図とわかるようにタイトルを記入（竣工図 記入例）
　　    ・ 原則、用紙の左上部に記入
　　　　・ タイトルは竣工図面の枚数分、
　　　　　それぞれに記入する。
　　　

　　　〇 竣工図には、必ず変更箇所と理由を図面余白に  赤字  で記入  する。

　　　　　例）

　　　　 　変更箇所⇒ №１の桝を STから 45Lへ変更。
　　　　　 変更理由⇒ 建物の基礎が障害となり経路の変更したため。
　　　　　 ※ 桝番号は、申請時の番号を基準にする。

　　　〇 現場あわせによる、勾配や土被り等のみの変更については、
　　　　「現場あわせによる変更」とだけ、竣工図に記入する。
      ○ 軽微な変更以外は、担当者との協議を終えてから施工を行うこと。
　　　〇 竣工図も審査の対象となる。審査後に訂正箇所がある場合は、
　　　　検査前日までに訂正を完了させる。
　　　　※ 訂正が完了していない場合は、検査日程の変更となる場合が
　　　　　あります。

　　③ 検査について　 
　　　〇 立会について
　　 　・ 検査は責任技術者が立ち会う。
　　　　　⇒ 責任技術者が立ち会うことができない場合は、事前に下水道
　　　　　　施設課に連絡の上、変更の手続きを行う。
　　　 ・ 検査時準備品
　　　　　ライト（乾電池の確認）、鏡、バケツ、桝を開けるための工具、
　　　　　コンベックスまたは、延長を測るテ－プ、図面訂正用具（修正液、
　　　　　４色ボールペン等）、その他、検査員が必要と判断するもの。
　　　 ・ 検査時はヘルメット着用を基本とし、作業ができる服装とする。

竣　工　図

確認番号 第1 3 3 1 0号

申請者名 下水  太郎

公認業者名 ㈱水道設備
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 　　 〇 検査方法（速やかに検査ができるよう、立会人は準備願います）
　　　 Ⅰ 検査員立会のもと、起点の桝から水を流す
　　　　　⇒ 起点が複数あれば、すべての桝から水を流す
　　　 Ⅱ 水道メーター番号、図面（竣工図面）と桝に間違いがないか、
　　　　 検査員が確認
 　　　　 ⇒ 水道メーターの番号は、立会人が読上げ、検査員と双方で
　　　　　　確認
　　　 Ⅲ 鏡を入れて、主管、枝管等の確認
　　　　 ※ 検査員が２名の場合は、ⅡとⅢを同時に行います。

　　④ 主たる検査項目（指摘事項）
　　 　・ 排水設備工事が未完成である
　　 　・ 排水設備に使用した材料等に破損がある
　　 　・ 桝、管の清掃をしていない
　　 　・ 工事箇所の埋め戻しが不良（整地状態が悪い場合や陥没がある）
 　　　・ 桝、管の接合部分から浸入水がある
　 　　・ 桝間の延長が管径の      120      倍を超えている  

　　 　

　　　 ・ 屋外（壁から外）の枝管部がφ75で３ｍを超えている
　　 　・ 桝の仕上高が合わない（地盤との整合がとれていない）
　　 　・ 桝、管にモルタル等が著しく付着している
　　 　・ 桝、管の差込が不足している（隙間がφ150以下で１ cm以内、
　　　　 φ200で２ cm以内）
　　 　・ 汚水の流れが遅すぎたり、逆勾配、たるみ、水溜り等がある　　
　　 　　 ⇒ 管内の水溜りは、φ100の管で水幅２ cm以下であれば可。
　　　　　　ただし、雑排水のみ。
　　 　・ 排水管の勾配が基準を大幅に超えている
　　 　・ 二重トラップになっているが、通気型掃除口を使用していない
　　 　・ 汚水（物）が逆流する
　　 　・ コンクリート公共桝の管口やインバート仕上げが不良
　　　 ・ 排水桝が１％以上傾いている
　　　 ・ 桝間の目視検査で管路が１／２以上見えない
　　　 ・ 竣工図と現場が違う
　　　 ・ 溜トラップ桝の配管について、防臭弁を取り付けしない流入側の
　　　　 方については、２㎝以内にカットされているか
　　　　 ⇒ 使用者が維持管理しやすくするため
　　　 ※   ④   主たる検査項目  以外にも  、現場で確認が必要と検査員が判断   
         したものがあった場合には立会人に説明を求め、必要があれば
         対応していただきます。

100 125 150 200
１２ １５ １８ ２４

【参考】公共下水道勾配

 内径（m m）

 最大間隔（m以内）

2.00/100以上 1.70/100以上 1.50/100以上 1.20/100以上
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　　⑤ 検査終了後
  　　〇 検査に合格すれば、排水施設等検査済証（白の楕円のシ－ル）を
　　　　交付します。どの位置に貼るのか、前もって申請者に確認して
　　　　ください。　　　　　　　　
　　　　⇒ 建物の外側から見える所で、ドアの上側や固定されたポスト
　　　　　などが多いです。　
　　  〇 軽微な修正や対応確認であれば、写真確認（立会は行わない）を
　　　  行う場合があります。現場で指示いたしますので、対応願います。
　　　○ 軽微な変更や手直しは、その場で直せる場合があるので、資材、
　　　　工具一式を用意してください。

　　⑥ 再検査について
　　　〇 排水設備検査を行い、不適正(基準外)な箇所があれば不合格と
　　　　なり、後日再検査となります。
　　　　⇒「手直し指示書」を発行しますので、翌日以降に正面玄関先に
　　　　 ある指定業者専用ボックスから受け取ってください。
　　　〇 指示書の完了年月日までに手直しを完了し、手直し完了年月日、
　　　　責任技術者名などの必要事項を記入し、下水道施設課まで提出して
　　　　ください。尚、指示書の完了年月日までに、なんらかの理由で
　　　　手直しが完了できない場合は、事前に担当者まで連絡してください。
　　　〇 手直しが完了し指示書提出後、正常に機能するようになれば
　　　　再検査を実施します。再検査に合格後、検査済証を交付します。
　　　○ 排水設備の再検査の日程は協議の上、決定します。
　　　  ⇒ 申請者には必ず日程を連絡し、了解を得て下さい。

　　⑦ 水洗便所改造資金融資あっせん制度について
　　　〇 排水設備の申請と一緒に、融資あっせんの申請を行ってください。
　　　〇 工事内訳書などの必要な書類を添えて申請し、下水道施設課での
　　　　内容を審査を経て、「融資あっせん予定通知書」を発行します。
　　　　通知書と必要書類を持参し、利用する金融機関に融資の申込をした
　　　　後、融資可否の結果を確認してから確認通知書を発行します。
　　　　⇒ それまで工事の着工はできません。
　　　〇 付帯工事費の適用範囲は給水工事、木工事、電気工事部分の、
　　　　便所内工事に限ります。
　　  〇 便所以外の水回り改修工事をを同時に行い、その工事金額も含め
　　　　て融資を受けようとする場合は、「便所以外の水回り改修工事」費
　　　　も記入してください。その場合、当該工事箇所の工事前後の写真を
　　　　完成届と併せて提出してください。
　　　　・ 木工事は18万円、電気工事は２万円が融資あっせんの限度額と
　　　　　なります。
　　　〇 必要に応じて、排水設備完成検査時に当該箇所の確認を行います。
　　　　⇒ 確認を行う場合は、検査日時報告の際にその旨伝えるので、
　　　　　申請者に連絡し、確認が出来るように準備をしてください。　
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　　　○ 検査に合格したら、融資あっせん決定通知書は下水道施設課より
　　　　申請者へ直接郵送します。申請者は、これと必要書類を持って金融
　　　　機関で融資の手続きをしていただくことになります。
　　
　　⑧ その他　
　　　〇 排水設備工事は、責任技術者の資格を有する者が管理すること。
　　　〇 市外業者様へ
　　　 ・ 会津若松市に申請書を提出する場合には、図面等の書き方等も
　　　　 含め、このマニュアルを熟読しご理解のうえ、作成してください  。  
　　 　・ 申請書に訂正等があれば、来局して対応していただくこととなり
　　　　 ます。これについては特例はありませんので、事務効率の観点
　　　　 からも訂正がないよう、よく記載内容を確認してから提出して
　　　　 ください。

６．下水道・排水設備における維持管理等について
　　　〇 公共桝（市管理）
　　　 ・ 壊れていたりした場合は、下水道施設課へ申し出てください。
　　　　 なお、φ500のコンクリート製公共桝の上蓋が FC製（古い蓋
　　　　 です）で、その上を通行する場合などは割れる恐れがあること
　　　　 から、FCD製の蓋を市で準備し交換します。事前にわかっている
　　　　 場合は申出てください。
　　　〇 公共桝から上流の排水設備（お客様管理）
　　   ・ 管の修理や維持管理の費用は、「お客様の負担」になります。
　　　　 公共ます以外で不具合等がありしたら、公認業者（新築であれば
         ハウスメ－カ－や工務店など）に相談してもらうように、お客様
　　　　 にお話ください。
　　　 ・溜トラップ桝
　　　　　⇒ ガーデンパンを利用した際に流れる土砂を溜めるものです。
　　　　　　使用頻度にもよりますが、定期的に蓋を開けて泥溜部分を確認
　　　　　　し、溜まっていれば使用者が取り除くよう、お客様に説明して
　　　　　　ください。
　　　〇 公認業者は工事完成後も、お客様へのアフターサービスや相談、
　　　　アドバイスに努めてください。
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（※様式・条関係）

（※届出書・申請書）
※
農・個

(1)

（※１）

(2)-1

(3)

(4)-1

(4)-2

(2)-2

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(太枠外1)

(太枠外2)

資料１
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※ 主管はVU100とする。

※ №5、№7の掃除口使用はすべてA50とする。

〇

〇

記載例）

記載例）

水道水：風呂、洗濯、台所

井戸水：台所、1Fトイレ、2Fトイレ、立上水栓合
計

1
4
.
7
ｍ

1
0
.
5
0

0
.
3
0

1
0
.
1
0
0

3
.
3

0
.
7

9
.
9
6
0

9
.
9
7
4

（ガーデンパンを下水道に接続する場合）

（水道水・井戸水併用の場合）

0
.
5
0

0
.
4
7

0
.
4
4

0
.
4
3

1
0
.
5
0

9
.
7
8
0

9
.
8
7
2

9
.
9
0
2

9
.
9
3
0

0
.
5
3

距離

縦断図　縮尺１／２００

4
.
6

1階平面図　縮尺１／１００　　　　　　　隣地境界線　　　　　　　

汚水を出さないので不接続

1
0
.
5
0

1
.
1
6

9
.
2
4
4

1
.
7

1
0
.
0
5

1
0
.
0
0

0
.
9
5

8
.
9
5
0

1
0
.
5
0

0
.
5

9
.
2
0
0

9
.
2
1
0

0
.
7
0

0
.
6
9

3
.
0

1
.
4

ＵＢ

洗面所

トイレ

洋室

0
.
6
2

勾配

地盤高

土被

管底高

1
0
.
5
0

0
.
3
7

1
0
.
0
3
4

2階平面図　縮尺１／１００

道
路

境
界

線

・平面図側には、汚水桝一覧表を記載する。
　参考）P19資料３に汚水桝一覧表の記載あり。

クローゼット

バルコニー

洋室

トイレ

DOWN

廊下

国
道

（B4方眼紙で作成）

資料２－１ 公共下水道・農業集落排水 平面図【見本】

廊下

洋室

ク
ロ

ー
ゼ

ッ
ト

ク
ロ

ー
ゼ

ッ
ト

納戸

0
.
0

1
0
.
0
0

市道

和室

ＬＤＫ

〇

UP

道路境界線
隣

地
境

界
線

物入 収納
玄関

土間収納

ポーチ

押入

（縦断図が別紙の場合）

大

自在継手

立

№0 塩ビ製公共桝

0.5

1.74.61.40.73.0

3.3

50VU 0.8

50VU 2.3

50VU 2.6

50VU 0.4

50VU 0.5

50VU 0.5
75VU 0.7

75VU 1.1

大

2Fより汚水

1Fへ汚水 VU75 3.0
75VU 1.3

2.00％

№1№2№3№4№5№6

№7

立

№12№11

50VU

0.9
50VU

№10
2.9

～～

・溜めトラップ桝と次の下流の桝までの

距離が3ｍを超えたら掃除口を設置

・3ｍ以内なら掃除口は不要

※高さ調整で使用しても可

・使用水別を赤字で記入

ドロップ桝、ホール

ソーは先に上流、

後に下流を（）書き

農集排は1.00％以

上の勾配

逆流防止桝（45YS、90YS、

HS）は深い方のみ記入

農集排は外部水栓

不接続のため、

「汚水を…」は

記載不要

Ｍ

主管が２経路以上

ある場合は、経路

毎に合流点より起

点桝までの縦断図

をそれぞれ作成

線の標記方法は例です。境界線については、

給水図面と同じでけっこうです。 道路の種別、境界線の種類は 忘れずに記載してください。

75
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〇
〇

 （水道水・井戸水併用の場合）　　　　

記載例）

水道水：風呂、洗濯、台所

井戸水：台所、1Fトイレ、2Fトイレ、立上水栓

資料２－２ 個別生活排水 平面図【見本】

隣
地

境
界

線

ク
ロ

ー
ゼ

ッ
ト

バルコニー

2階平面図　縮尺１／１００

№2

ＬＤＫ

ク
ロ

ー
ゼ

ッ
ト

和室

洋室 洋室 クローゼット

φ150 ST
№3 φ150

納戸 トイレ

洋室DOWN

廊下

90L

道路境界線
県道

　
　

　
　

市
道

　
道

路
境

界
線

トイレトイレ
収納

放
流
先

1階平面図　縮尺１／１００　　　　　　　　　　　　　　隣地境界線　　　　　　　

〇

土間収納 押入

ＵＢ

収納
玄関

洗面所
UP

廊下

・汚水桝一覧表を作成する。

・使用水別を赤字で記入

・外部（軒下等）にあっても、洗濯機の排水は接続する。
　※雨水が入らないように留意して施工する。

・外部水栓は接続しない（農業集落排水と同じ）。
・縦断図は省略できる。

・排水設備の基準は、農業集落排水に準じる。
 （個別生活排水の設計や記載方法について）　　　　

（B4方眼紙で作成）

φ150 90L

※ 主管はVU100とする。

№8 φ150 UTK50

HS
№5 φ150 45YS
№6 φ150 UT50

№7

№4 φ150

汚水桝一覧表
桝番号 口径 桝種
№1 φ150 90L

大

立

Ｍ

0.2

8
.
0

8.01.40.73.0

3.3

50VU 0.8

50VU 2.3

50VU 2.6

50VU 0.4

50VU 0.5

50VU 0.5
75VU 0.7

75VU 1.1

大

2Fより汚水

1Fへ汚水 VU75 3.075VU 1.3

№1

№2№4№5№6№7

№8

小

6.5

浄

1.0

№3

50VU 0.9

A50

A50

線の標記方法は例です。境界線については、

給水図面と同じでけっこうです。 道路の種別、境界線の種類は 忘れずに記載してください。

75
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溜トラップ桝

その他施工例

平面図凡例資料３

記号

公共桝
コンクリート製

通気管 （緑）

名称 記号 名称 項目 表示範囲（▲を四捨五入） 単位

桝深
〇．〇〇▲

（小数点第二位）
ｍ

桝番号 口径

№0 φ200

延長

油脂
トラップ類

浸透桝

立管

インバート桝

トラップ桝

ドロップ桝
ドロップ施工

掃除口

自在継手
（桝直近で使用）

埋込散水栓

ドロップ
トラップ桝

洗濯機

外部流し台
（ガーデンパン等）

立上り水栓

目皿・床排水等

公共桝
塩化ビニール製

塩ビ管

新設・既設管

大便器

小便器

浴　室

ＶＰ  　ＶＵ
（厚肉）（薄肉）

 

流し類

手洗い
洗面台

・管、桝、トラップ、器具等の新設は赤、既設は黒で表示する。

将来計画 （赤）

水道メーター
（公的）

水道メーター
（私的）

浄化槽

管トラップ

桝の
口径

〇〇〇
（通常の呼び径）

㎜

土被
〇．〇〇▲

（小数点第二位）
ｍ

管底高
〇．〇〇〇▲

（小数点第三位）
ｍ

〇〇．〇▲
（小数点第一位）

ｍ

汚水管
勾配

〇．〇〇▲
（小数点第二位）

％

地盤高
〇〇．〇〇▲

（小数点第二位）
ｍ

№3 φ150

φ150

№1 φ150

№2 φ150

〇〇〇
（通常の呼び径）

㎜

φ300

№7 φ150

№8 φ150

№5 φ150

№6 φ150

接続予定がある場合

  予定延長　10ｍ
  必要深さ　0.60ｍ

  キャップ止め

溜トラップ桝

設計図記載数位 汚水桝一覧表記載例

溜トラップ桝を中間に
接続する（ST+DT）

45YS

UT75

UT75

90L

UTK75

掃除口

汚水桝一覧表

桝種

塩ビ製公共桝

ST

90L

45YS

№9 φ100

№10

№4

汚水管
口径

２Ｆより汚水（１Ｆへ汚水）

自在継手

散

大

小

立 Ｍ

Ｍ

浄 浄化槽 立

№7

№8

№10

№9

№14 №15

50VU 50VU 0.8

1.2

1.1

6.5

～ ～

6.5

1.0

※インバートを記入
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（施工例１：① ②）

① 勾配 ② 勾配 ③ 勾配

地盤高 地盤高 地盤高

土被 土被 土被

管底高 管底高 管底高

距離 距離 距離

GL

3ｍ以上で掃除口施工 3ｍ以上で掃除口施工
（施工例２：③）

資料４ 溜トラップ桝施工例

3ｍ未満であれば掃除口不要3ｍ未満であれば掃除口不要

WL WL

φ50

φ50 φ50

φ50

H=0.25

H=0.20

（土被り）

400

150

防臭弁

（糊付けしない）

防臭弁

（糊付けしない）

400

150

φ300
φ300

φ100

VUDT

100×50

片受

エルボ

300

VUDT

150×50

φ150

ST

立
50VU

0.8
50VU

3.9

溜トラップ桝と下流直近の桝との距離が

３ｍ以下で高さ調整が必要なければ、掃

除口の施工は不要

立
2.9

№5

№5

№8

№8№9

1
0.
00

9
.
60

0

9
.
75

0

3
.
9

0
.
30

0
.
20

1
0
.0

0

1
0
.0

0

小
計

3
.
9
ｍ

―
―

―

―

①

②

2.00％2.00％

9
.
60

0
2
.
9

0
.
30

1
0
.0

0

小
計

2
.
9
ｍ

立
VU50

№5

№7VU50

0.5

③

1
0.
00

9
.
45

0

9
.
85

0
0
.
0

0
.
45

0
.
20

1
0
.0

0

1
0
.0

0
―

―
―

―

50VU

0.8
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１．ST+DTで施工 ２．ホールソー受口で施工（塩ビ製公共桝） ３．ドロップ桝で施工

※１ ※２ ※３
・DTを使用 ⇒ 0.27以上 ・ 0.25以上 ・DR-P（下部がパイプ）を使用 ⇒ 0.20～0.25
・アジャスターを使用 ⇒ 0.22以上 ・片受エルボを使用 ⇒ 0.20
　（セキスイ） ・上記以外 ⇒ 0.25以上
・150×75を使用 ⇒ 0.30以上

※３

DR

公共桝

継手組合せ寸法（必要落差）

φ100

φ100

φ150φ200

資料５

φ150

φ100DT

φ100

※１

※２

ST φ100

φ150
or

φ100
公共桝の管底高
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資料６－１

φ21 6

φ20 2

6
1

汚水桝蓋標準図

防護蓋

滑り止め凹凸模様

開閉器具差し込み口

PEリング

ワク

シールパッキン

フタ

1
1

3
8

1 8

φ284

φ270

3
0

1
5
0

1
8
0

φ2 7 0φ1 8 1

φ19 9 φ46 0

φ21 6

塩ビ製蓋

汚水桝蓋標準図

塩ビ製蓋 防護蓋
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資料６‐２

ゴム輪受口

ゴム輪受口

ゴム輪受口

ゴム輪受口

汚
水

桝
設

置
高

（
H

）
落

差
（

H
’

）

1
5
0

5 0 0

5
0
0

インバート桝

φ20 0V U

汚
水

桝
設

置
高

（
H

）

φ1 0 0

又は（防護ハット）

蓋（オスキャップ）
保護コンクリート

保護コンクリート

75ﾟゴム輪受口自在曲管

ゴム輪受口片受直管

インバート桝

φ20 0V U

5 0 0

1
5
0

5 0 0

5
0
0

φ1 0 0

5 0 0

公共桝標準構造図（桝深）

（
管
底
高
）

（
管
底
高
）
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資料７

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  　　　年　　　　月　　　　日　

会津若松市上下水道事業管理者　様

申請者　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

念　　　　書

既設管使用について

　　会津若松市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地内における排水設備等計画確認

の申請をいたしましたが、都合により一部の既設管を使用し、公共ますに接続させて頂きた

いと思います。

　万一、公共下水道等に支障をきたす恐れがある場合は、当方にて処置をし、貴下水道施

設課には、一切意異議申し立てをしませんので、確認をお願いいたします。
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資料８
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

会津若松市上下水道事業管理者　様

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　　住　 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　連絡先

除 害 施 設 維 持 管 理 届 出 書

　会津若松市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地内において、排水設備工事に

伴い設置した除害施設において、産業廃棄物処理委託契約書及び維持管理契約書等を

提出するところですが、個人の責任により定期的に清掃・点検を行い、施設内に堆積する

油脂等は適正に処理致します。なお、維持管理を怠り公共下水道に支障をきたした場合に

は、下水道施設課による指導に従い対応することを確約することとします。
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 資料９

排水設備工事内訳書（融資あっせん用）

　会津若松市上下水道局　下水道施設課　 種 　　別 金　　　額

資 材 費

確認番号
労 務 費

諸 経 費

給水工事

申請者名
木 工 事

電気工事

融資希望額 万円 合 　　計

消 費 税

総 　　計

　   ※ 確認番号は下水道施設課で記入しますので、　　
　　　　提出時は書かないでください。

便所以外の
水回り改修工事

※　融資希望額に消費税分を含めることはできません。
　 右の表の　「合計」　金額内での希望額になります。
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 資料10

届出者 住　所

氏　名

（ ℡： ）

　下記理由により、公共汚水桝等の変更を届け出ます。

住　所

会社名

担当者

電　話

処理事項

届　出　者

下水道施設課

 注）１. 当該工事の費用については、原則として届出者負担となります。
　 　２. 届出者あるいは同意者（土地所有者）が共有等により複数の場合は、裏面に
　 　　 住所・氏名を記入（手書き）のうえ、押印をお願いいたします。
　 　３. 施工前と完成の写真は、桝深さ（宅内側）の検尺写真も添付して下さい。
　　　　４．　移設の場合は、移動距離がわかるようにしてください（写真か図面に記入）。

備　　　考

※市担当者記入欄

確 認 年 月 日    令和　　　年　　　月　　　日　　午前 ・ 午後　　　時　　　分ごろ

確認者氏名

施 工 状 態

工事施工者

添 付 書 類    位置図 ・ 汚水桝調書 ・ 写真（ 施工前 ・ 施工中 ・ 完成 ）

備　　　考

 　書類提出者　　　　　　　　　　電話

理　　　由

施 工 場 所

工 事 期 間 令和　　　年　　　月　　　日　　～　　令和　　　年　　　月　　　日

工事実施方法
※該当箇所にチェック（☑） 　□請負　　□直営

年　　　　月　　　　日

公共汚水桝等変更届出書
　会津若松市上下水道事業管理者　様

変 更 内 容
※該当箇所にチェック（☑） 　□交換　　□移設　　□高さ調整　　□撤去
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　　（裏面）　届出者及び同意者が２名以上の場合に使用してください。

　　　　　　　※手書きで記入してください。

住　所

氏　名

電話番号

住　所

氏　名

電話番号

住　所
　　　（土地所有者）

氏　名

電話番号

住　所

氏　名

電話番号

住　所

氏　名

電話番号

住　所

氏　名

電話番号

住　所

氏　名

電話番号

　　　●届　出　者
　　　（排水設備義務者）

　　　●同　意　者
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　　    　　 ◎不明な点などがある場合は、
　　　　　　　 会津若松市　上下水道局
　    　　　 　下水道施設課　下水道管理グループ
   　 　　　 　排水設備担当へご相談ください。

      直通電話：（0242） 23-9507
      Ｆ Ａ Ｘ：（0242） 23-8870

会津若松市上下水道局
イメージキャラクター


	表紙・目次
	マニュアル
	資料1
	資料2-1
	資料2-2
	資料3
	資料4
	資料5
	資料6-1
	資料6-2
	資料7
	資料8
	資料9
	資料10
	背表紙

